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東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
第
二
項
中
「
年
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
法
第
百
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
発
し
た
日
に
お
け
る
法
定
利
率
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
百
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
発

せ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
百
十
八
条
の
二
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
分
割
徴
収
に
係
る
清

算
金
に
付
す
べ
き
利
子
の
利
率
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施

行
規
程
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）
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二

　

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
八
十
三
号
）
の
施
行
に
よ
る
都
市
再
開
発
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
二

号
）
の
改
正
に
伴
い
、
清
算
金
の
分
割
徴
収
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
市
街
地
再
開
発
審
査
会
の
委
員
の

欠
格
事
由
に
係
る
規
定
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。


